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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化を最も重要な経営課題のひとつと位置づけており、このコーポレート・ガバナンスの強化によって、
当社の企業理念の実現と経営計画の達成、中長期的な企業価値の向上および持続的な成長を果たすことを目指しております。

また、すべてのステークホルダーにとってより高い企業価値を実現するため、効率的で、公正、かつ透明性の高い経営を目指すことを企業活動の
基本的な考えとしております。

この考えに基づき、適切かつ迅速な意思決定の実行、意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充
実・強化およびステークホルダーとの良好な関係の構築など、経営体制や経営組織、経営システムの整備に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、基本的に政策保有株式は保有しない方針であり、現在上場企業の政策保有株式は保有しておりません。

なお、取引先や業務提携先との関係強化のために当該株式を取得することが当社事業に有用と認められ、かつ当該株式取得により得られる経済
的利益が取得に伴う費用等を上回るなど経済合理性が見込まれる場合に限り、社内規程に定められた手続によって当該株式を取得することがあ
ります。当該株式については、各社ごとに取締役会で保有目的との適否、配当実績や取引の有効性等の経済合理性を検証しております。この検
証によって疑義が生じた場合は、保有継続の要否を検討することとしております。

議決権行使においては、経営企画部が、各議案の内容を検討した上で、保有目的の達成はもとより、発行会社のガバナンス体制、株主価値向上
に資するか否かについて総合的に勘案し、当社「分掌権限規程」に基づいて決定した上で議決権行使を行っております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社では、会社がその役員や関係会社、主要株主等との取引を行う必要がある場合においては、会社および株主共同の利益の阻害を排除する
とともに、役員が遵守すべき法令に係る違反等を回避することを目的として、対象とする取引の範囲、承認の手続、事後確認を定めた「関連当事
者間取引規程」に基づいて当該取引を行うこととしております。

この規程に基づいて、取締役会は当該取引に対して事前承認を行い、また関連当事者から取引内容および取引により生じた債権・債務の内容に
ついての確認書を受領し、承認した内容で取引がなされているかの事後確認を行うこととしております。

【原則2-4-1　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

当社は、『多様な人材の活躍推進』の取り組みとして、女性社員を対象としたキャリア啓発研修や育児・介護の両立支援制度の導入、障がい者や
LGBTの活躍推進をテーマとしたダイバーシティフォーラムの開催など社員一人ひとりが『INNOVATOR』として適正や能力を発揮する為の取り組み
にも着手・推進しております。また、女性社員の中核人材への登用実現に向け、女性管理職数や女性管理職比率の目標値を最新の有価証券報
告書にて開示しています。

＜ダイバーシティ＞

https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/esg/humancapital/diversity/index.html

＜有価証券報告書＞

https://www.leopalace21.co.jp/ir/library/securities/index.html

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社の企業年金は、確定拠出型の年金制度となっており、運用は従業員個人が行っております。当社としては従業員に対して豊富な運用商品の
提供と資産運用に関する教育機会を提供しています。

【原則3-1　情報開示の充実】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営理念は、時代のニーズを見据え当社にしかできない新しい価値を創造することを目指し、常に商品、サービス、技術を進化させ、企業
の成長と共に快適な暮らしと豊かな社会づくりに貢献し、社会全体に新しい価値をもたらすことを目指しております。

2020年6月に「抜本的な事業戦略再構築」を踏まえた事業計画を発表し、その中長期戦略は、「事業基盤の再構築（選択と集中）」、「構造改革」、
「社会的信頼の回復」の3項目を主軸としております。また、2021年5月度には「債務超過解消に向けた取り組みについて」を発表しましたが、不採
算事業の譲渡・撤退やコストカット等の抜本的構造改革の継続、仲介業者ネットワークからの客付け強化や WEB 上での接客・内見・契約といった

電子化への取り組み等による入居率の向上に取り組んだ結果、2022年3月期に債務超過を解消し、2023年3月期には通期営業キャッシュフローが
プラス転換いたしました。

（2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化を最も重要な経営課題のひとつと位置づけており、このコーポレート・ガバナンスの強化によって、



当社の企業理念の実現と経営計画の達成、中長期的な企業価値の向上および持続的な成長を果たすことを目指しております。

また、すべてのステークホルダーにとってより高い企業価値を実現するため、効率的で、公正かつ透明性の高い経営を目指すことを企業活動の基
本的な考えとしております。

この考えに基づき、適切かつ迅速な意思決定の実行、意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充
実・強化およびステークホルダーとの良好な関係の構築など、経営体制や経営組織、経営システムの整備に努めております。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社の取締役報酬は、経営計画の達成、中長期の企業価値向上を果たすために、取締役が最大限に職務遂行する動機となることを目的としてお
ります。そのため、基本報酬およびストックオプション、単年度賞与、中期経営計画期間賞与の4種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支
給しております。

上記の目的を果たすために、個々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。取締役の報酬
を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」および有価証券報告書に掲載しており
ます。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化
に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を
熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役
会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3分の1以上を社外取締役とする方針としております。

監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位
と専門的見識の高い者を指名しております。

これらの方針に従って選任するために、取締役候補者および監査役候補者の指名については、指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決
定しております。

なお、取締役および監査役の解任手続については、取締役および監査役がその機能を十分発揮していないと認められる場合、指名報酬委員会に
よる審議を経て、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしています。

（5）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

2023年6月29日開催の株主総会において、取締役10名および監査役1名の選任が承認されておりますが、該当者の指名を行うに至った理由は株
主総会参考書類に記載して開示しております。個々の選任・指名の理由につきましては「第50期定時株主総会招集ご通知」の6ページから15ペー
ジに掲載しております。また社外取締役および社外監査役につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書記載の該当部分も合わせてご参照
ください。

【原則3-1-2　情報開示の充実（英文開示）】

当社は、海外投資家等の比率を踏まえ、決算資料、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンス報告書、統合レポート、その他IR関連資料等を、
TDnetおよび当社ホームページにて英語での情報開示を行っております。

即時性が求められるもの（例えば決算資料、月次データなど）は日本語版と同時刻の開示に努めているほか、英語版統合レポートの財務パート
は、監査法人による監査証明を受けたものをホームページにて開示しております。

＜英語版ホームページ＞

https://www.leopalace21.co.jp/english/index.html

【原則3-1-3　情報開示の充実（サステナビリティ）】

当社は、「新しい価値の創造」という企業理念のもと、あらゆるステークホルダーのご期待に応え、時代のニーズに沿った持続可能な社会づくりへ
の貢献を目指しています。この考えのもとで、時代の変化に伴うステークホルダーのニーズや社会・環境的問題およびIIRC国際統合フレームワー
ク、ISO26000、GRIスタンダードをはじめとする各種ガイドラインなどへの対応を踏まえた当社の重要課題として、マテリアリティを特定しています。
詳細については、当社ホームページおよび統合レポートにて開示しております。

＜サステナビリティ基本方針＞

https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/management/policy/index.html

＜サステナビリティ活動＞

https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/esg/index.html

＜統合レポート＞

https://www.leopalace21.co.jp/ir/library/integrated-report/index.html

マテリアリティの中のひとつ、「環境配慮」については2021年10月にTCFDへの賛同を表明しました。TCFD提言に基づく気候変動に関する情報開
示に関しては、リスクと機会を認識し、シナリオ分析をした結果について情報開示の充実を図っています。リスクにおいては、世の中の環境意識の
高まりとともに、当社が環境対応に遅れることによる事業への影響、将来の気候変動下における災害・洪水リスクの増加が当社管理物件やステー
クホルダーに及ぼす影響など、また、機会においては環境配慮型アパート開発に伴う収益機会の増加などが該当します。

サステナビリティに関する課題に関しては、サステナビリティ担当役員が委員長を務めるサステナビリティ委員会にて議論し、原則四半期毎に取締
役会にも報告しています。

＜気候変動＞

https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/esg/climate/index.html

【原則4-1-1　取締役会の役割・責務（1）】

当社の取締役会は、「取締役会規程」によって、経営計画等の事業運営上の重要事項の決定や、法的に定められた決議事項の決定を行うこと、
また事業活動のモニタリングを行うことを主要な役割と定めております。

一方で、事業運営を迅速に行うために経営陣へ一定程度判断を委ねており、「分掌権限規程」によって経営陣への委任の範囲を明確に定めてお
ります。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役を含む社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たした上で、当社の事業運営上の
課題を考慮した独自の独立性基準を策定しております。詳細は本コーポレート・ガバナンス報告書記載の該当部分をご参照ください。

【原則4-10-1　任意の仕組みの活用】



当社は、取締役会を社内取締役6名（うち、女性1名、外国人1名）と独立社外取締役4名（うち、女性0名、外国人0名）の合計10名で構成しておりま
す。なお、社内取締役6名のうち、2名は非業務執行取締役としております。

経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、特に独立性・客観性、および説明責任の強化が必要であることから、独立社外取締役が委員長を
務める指名報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ております。指名報酬委員会は独立社外取締役4名、非業務執行取締役2名および社内
取締役1名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占める事で、独立性・客観性を高めております。

【原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、中期経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能
強化に留意した構成とすることを方針としております。

従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監
督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。

また、取締役会の有効性を確保するために、経験知見の充実と新しい視点による創造性を両立すべく、各取締役の歴任年数が極端に偏らないよ
うに構成することに留意しております。

取締役会の人数については、定款では20名以内と定めておりますが、充実した審議を形成しうる人数とすること、事業活動規模に合った人数とす
ることに留意して構成しております。

【原則4-11-2　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、取締役および監査役が、当社における職務遂行に支障を来たさないようにするため、原則として他の上場会社役員の兼職を3社以内に
制限しております。

なお、他の上場会社を兼務している取締役は、現時点において、社外取締役の渡邊顯氏がアジアパイルホールディングス株式会社の取締役に就
任しております。

【原則4-11-3　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、事業年度終了後、主に経営課題の改善を目的として、取締役会が果たすべき機能等について評価を行いました。評価手法としては、取
締役会構成者全員に対しアンケート方式による個別評価を実施し、取締役会事務局が集計・分析した内容を取締役会へ報告し、係る議論を行い
ました。2023年3月期の評価としましては、当社取締役会および当社ガバナンス体制は概ね有効に機能したことを確認しました。

具体的には、前期における取締役会評価の結果に基づき、「賃貸事業の収益力改善」、「リスク・危機管理体制の強化」を実行してまいりました。

今回実施した取締役会評価においては、事業計画の実行を至上命題として、「賃貸事業の収益力改善」、「リスク・危機管理体制の強化」、「施工
不備問題の解消」を取締役会として進捗確認するとともに適宜議論し、意思決定と必要に応じた軌道修正を行うことが重要との認識を共有いたし
ました。

また、監査役会の実効性についても、各監査役が書面による評価を集計する方式で、今回で6回目になる自己評価を実施し、代表取締役および
経営企画部に提出しています。2023年3月期は、経営方針に示された「不断の構造改革」「施工不備対応」「サステナビリティの推進」、および、施
工不備問題の再発防止策（企業風土の抜本的改革、コンプライアンス・リスク管理体制の再構築、建築請負業務体制の見直し）の構築・運用の状
況を重点監査項目として監査を行い、当社監査役会は有効に機能しており、実効性は認められることを確認いたしました。しかしながら、改善の兆
しがあることは評価できるものの、企業風土が以前と変わらないと懐疑的な社員も一定数いることも事実であり、情報発信を続けることの重要性
は変わっていない点の憂慮も示されました。

【原則4-14-2　取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役および監査役が必要な知識の修得を深めることが、今後の事業運営の遂行と企業価値の向上に資するものと考え、知識修得の
機会を提供・支援しております。

具体的には、事業環境の把握や、人材教育、組織強化を始め、コーポレート・ガバナンスやコーポレートファイナンス、TCFD等の経営課題の解決
に資する研修を開催しております。また取締役および監査役の就任後に、法的責任に関する研修を実施しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る為、IR担当役員を責任者とするIR専門の部署を設けており、株主との建設的
な対話（面談）を促進しております。

具体的には、国内外機関投資家との個別面談に加え、決算説明会等を開催し、株主を含むステークホルダーに当社の経営方針等の明確な説明
を行っております。株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、「ディスクロージャーポリシー」を策定し、
当社ホームページにて開示しております。

＜IR基本方針＞

https://www.leopalace21.co.jp/ir/management/ir-policy/index.html

【原則5-2-1　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、賃貸事業・シルバー事業・その他事業（グアムリゾート施設の運営、ファイナンス事業等）の3つの事業を行っています。

リーマンショック以降、事業多角化戦略による収益基盤の強化を図って参りましたが、2021年3月期からは抜本的な事業戦略再構築により、賃貸
事業における収益力強化を志向する戦略へ方針転換しました。また、ノンコア・不採算事業については譲渡・撤退を推進しております。

2024年3月期は、「収益構造と財務基盤の安定化」」「構造改革とDXの推進」「施工不備改修の実施」の3つを経営方針として掲げて事業活動を進
めてまいります。

＜中期経営計画＞

https://www.leopalace21.co.jp/ir/management/plan/index.html

＜事業戦略＞

https://www.leopalace21.co.jp/ir/management/strategy/index.html

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

千鳥合同会社 84,507,000 25.68



株式会社UH Partners ２ 50,581,700 15.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,197,200 6.44

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 16,591,363 5.04

光通信株式会社 8,606,500 2.61

レオパレス２１オーナー持株会 6,706,000 2.03

レオパレス２１取引先持株会 5,702,600 1.73

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,374,987 1.32

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ５０５１０３ 4,102,934 1.24

BNYMSANV RE BNYMIL RE LF ODEY OPUS FUND 3,682,065 1.11

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

-

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

一連の界壁等施工不備問題に関する外部調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の実行

当社は、一連の界壁等施工不備問題の発生を受け、2019年2月27日に、当社とは完全に利害関係を有しない公正な第三者による「外部調査委員
会」を設置しました。

同委員会から受領した調査報告書にて指摘された「全体的・本質的な原因・背景」を重く受け止め、あらゆるステークホルダーの皆様の信頼を回
復すべく、「企業風土の抜本的改革（顧客本位の企業風土の醸成）」、「コンプライアンス・リスク管理体制の再構築」、「建築請負事業体制の見直
し」からなる再発防止策を実行するとともに、その進捗を当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】



定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

渡邊　顯 他の会社の出身者

中村　裕 他の会社の出身者 △

柴田　拓美 他の会社の出身者

石井　歓 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡邊　顯 ○

渡邊顯氏は、前田道路株式会社の社外
取締役であり、同社と当社との間には取
引関係がありますが、その取引金額は僅
少（前年事業年度における当社への取引
高が売上高もしくは総収入額の2%未満）で
あることから、独立性に影響を与えるもの
ではないと判断しております。

重要な兼職の状況

・アジアパイルホールディングス株式会
社　取締役

・前田道路株式会社　社外取締役

・法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈ　パートナー

筆頭社外取締役として、独立、公正な立場から
当社の業務執行の監督の役割を適切に果たし
ていただいております。また、指名報酬委員会
の委員長を務め、役員選任および報酬決定手
続きの透明性と客観性を高めていただいており
ます。同氏は、弁護士としての専門的な知見お
よび他社での社外取締役としての経歴を通じて
培われた高い見識および企業経営に関する深
い知識、経験を有しております。以上のことか
ら、法務・コンプライアンスにおける高い専門性
を活かし、当社取締役会の機能強化や企業統
治の確立が期待できる人材と判断したため、同
氏を引き続き社外取締役候補者に選任いたし
ました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。



中村　裕 ○
重要な兼職の状況

・該当なし

住宅業界で培った品質管理ならびに環境管理
の分野に関する深い知識および、住宅業界の
複数団体で要職を務めた経験をもとに、社外取
締役として、独立、公正な立場から取締役会等
において積極的に発言し、当社の業務執行の
監督の役割を適切に果たしていただいておりま
す。また、同氏は当社コンプライアンス委員会
の委員長も務め、当社のコンプライアンス体制
の強化・充実を推進いただいております。

以上のことから、その建築・技術に関する経験
と専門知識に基づき、独立、公正な立場から取
締役会等において当社取締役会の規律の強
化が期待できる人材と判断し、同氏を引き続き
社外取締役候補者に選任いたしました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。

柴田　拓美 ○

重要な兼職状況

・Fiducia株式会社　代表取締役社長

・ナノサミット株式会社　社外取締役

・株式会社シーズ　社外取締役

証券会社、資産運用会社の要職を歴任した経
験を通じて、事業経営者としての幅広い見識や
資産運用・ファイナンスに関する深い知見を有
しております。また、同氏は、当社社外取締役
としての独立、公正な立場から取締役会におい
て積極的に発言し、当社の業務執行の監督の
役割を適切に果たしていただいております。

以上のことから、同氏の高い専門性を活かし、
当社が目指す構造改革の実現や取締役会の
機能強化が期待できる人材と判断し、同氏を引
き続き社外取締役候補者に選任いたしました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。

石井　歓 ○

石井歓氏は、福岡地所株式会社の代表
取締役社長、取締役副会長、特別顧問を
歴任され2018年5月に退任しております。
同社と当社との間には取引関係がありま
すが、その取引金額は僅少（前年事業年
度における当社への取引高が売上高もし
くは総収入額の2%未満）であることから、
独立性に影響を与えるものではないと判
断しております。

重要兼職状況

・事業構想大学院大学　特任教授

・テラスマイル株式会社　経営顧問

・PJC Investments株式会社　代表取締役

・株式会社アコーディア・ゴルフ　代表取締
役社長CEO

投資銀行の要職、日本航空の管財人代理を歴
任した経歴を通じて、企業再生に関する幅広い
知見・経験を有しております。また、同氏は昨年
の役員就任以降、社外取締役として、独立・公
正な立場から取締役会等において積極的に発
言し当社の業務執行の監督の役割を適切に果
たしていただいております。

以上のことから、高い専門性を活かした財務基
盤の安定の実現や当社取締役会の機能強化
が期待できる人材と判断し、同氏を引き続き社
外取締役候補者に選定いたしました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社外取
締役

補足説明



当社は、取締役および監査役ならびに執行役員の選任、またはこれら役員の報酬決定に関する方針を定めておりますが、当該方針に従ってこれ
ら役員の選任、業務執行取締役および執行役員の業績評価、ならびに報酬決定を行うために、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審
議を経て決定する手順としております。

なお、2023年3月期における指名報酬委員会は8回の開催いたしました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、決算に関わる報告会を四半期ごと（年4回）に開催し、意見交換を行っているほか、適宜必要に応じて会合を開催しており
ます。なお、会計監査人監査は太陽有限責任監査法人に依頼しており、会社法および金融商品取引法監査について監査契約を締結しておりま
す。

内部監査部門は、代表取締役社長の直属部署として、各業務部門から独立した監査部を設置しております。監査部は、月次で開催される監査会
議において、業務執行取締役および監査役へ監査結果を報告し、情報の共有を図っております。また、社外役員に対しても、社外役員会議におい
て主要な監査結果を報告し、情報の共有を図っている他、会計監査人へも報告しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

吉野　二良 他の会社の出身者 △

下吹越　一孝 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



吉野　二良 ○

吉野二良氏は、ＭＳ＆ＡＤインシュアラン
スグループホールディングス㈱の執行役
員、常勤監査役を歴任され2017年6月に
退任し、2017年6月から当社の社外常勤
監査役に就任しております。同社と当社と
の間には取引関係がありますが、その取
引金額は僅少（前年事業年度における当
社への取引高が売上高もしくは総収入額
の2%未満）であることから、独立性に影響
を与えるものではないと判断しておりま
す。

重要な兼職の状況

・該当なし

あいおいニッセイ同和損害保険㈱において要
職を歴任しており、上場会社の経営者としての
経歴を通じて培われた高い見識および経験を
有しております。また、MS&ADインシュアランス
グループホールディングス㈱において常勤監査
役を勤めており、監査役としての知識・経験も
深く、当社の取締役の職務執行を適切に監査
する上で適任であると判断し、引き続き社外監
査役候補者といたしました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。

下吹越　一孝 ○
重要な兼職の状況

・該当なし

会計監査を担う社外監査役に求められる会計・
税務の高い見識を有しております。また、代表
取締役に就任している株式会社JPコンサルタ
ンツ・グループは資産承継の分野に明るく、201
6年頃から当社オーナー向けに税務相談を行っ
てきた実績もあり、当社のビジネスモデルに精
通していると判断し、社外監査役候補者に選任
いたしました。

なお同氏は㈱東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の2に規定する独立役員候補
者であり、また当社が定めた独立性基準を満
たしているため、当社としては独立性を十分確
保されているものと判断いたします。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。

(a)当社グループの業務執行者（法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これら
に類する役職者及び使用人等の業務を執行する者）

(b)当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主）又はその業務執行者

(c)当社が大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者）となっている法人の業務執行者

(d)当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社への当該取引先の
取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2％以上である者）又はその業務執行者

(e)当社の主要な取引先（当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社の当該取引先への取引高が当社
の売上高の2％以上である者）又はその業務執行者

(f)当社の主要取引金融機関（当社が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度における当社の当該金融機関からの借入額が当社総資
産の2％以上である者）の業務執行者

(g)当社の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h)公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント（以下、併せて「コンサルタント等」とい
う）として、当社から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上
の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i)当社の業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行
者

(j)当社から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又
はその業務執行者

(k)過去3年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l)上記(a)から(j)に掲げた者（但し、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行
役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士
等の専門的な資格を有する者に限る）の2親等以内の親族及び生計を一にする者

(m)その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

2009年5月15日の取締役会において、役員報酬制度の改革について決議を行いました。経営の成果責任を明確にし、公正で透明性の高い役員
報酬制度とすべく業績と連動した賞与制度を導入するとともに、現行方式による退職慰労金制度を廃止し、業務執行取締役については、現行支
給額の一部を月額報酬に組み入れる一方、残りの支給額を「ストックオプション」として付与する方式に改めることとしました。これらの施策は、200
9年6月29日開催の定時株主総会で承認可決されました。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

新株予約権の割当を受けた取締役に対し、払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することによ
り、新株予約権を取得させる方法によるものです。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員報酬等の内容（直近事業年度の支払額）

取締役7名、監査役2名、社外役員7名、合計16名への支払合計額は180百万円。

上記内容が記載されている有価証券報告書および事業報告を、当社ホームページに掲載しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定について、多様なレンジにおいて業績向上と企業価値向上に資する報酬体系とすること
を基本的な方針としております。その内容は、固定報酬としての「基本報酬」、株価変動のメリットとデメリットを株主と共有して中長期的な会社業績
の向上および企業価値の向上を目的とする「ストックオプション」、単年度経営計画の達成を目的とする「単年度賞与」および中期経営計画の達成
を目的とする「中期経営計画期間賞与」の４種類で構成されております。

各報酬の決定方法については、「基本報酬」は取締役の役位ごとの職責や係るリスクを勘案して決定、「ストックオプション」は、会社業績および各
取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無を含め内規に基づく計算により支給額を決定、「単年度賞与」は、会社業績等の定量的要素や経
営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度および期待度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決定、「中期経営計画期間賞
与」は、会社業績等の定量的要素や経営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決
定しております。

なお、社外取締役にはストックオプション、単年度賞与および中期経営計画期間賞与を支給いたしません。

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、取締役の報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役100百
万円以内、かつ使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、取締役（社外取締役を除く）の株式報酬型ストックオプション報酬額を年額

300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない）とし、個別の報酬額は取締役会に一任する旨を決議しております。なお、
定款で定める取締役の員数は20名以内としております。

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、内規に従って算定した額を承認しており
ます。

報酬等の額又は当該方針を決定する際は、任意に設置している指名報酬委員会が原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申して
おります。

また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、個別の報酬
額は監査役が相互に協議して決定することとしております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については、経営企画部が社外取締役の活動に対する支援を行っております。重要な経営環境変化に関する報告や個別の案件に関
する事前説明を経営企画部長等から随時実施することにより、意思決定の充実に努めております。

社外監査役については、監査役会所属の従業員が社外監査役の活動に対する支援を行っております。

また、当社は、社外取締役と監査役および監査部間での情報交換および専門分野の相互補完を通じて、業務執行の監督の質的向上を図ることを
目的に、社外役員連絡会を設置しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1.　コーポレート・ガバナンスの体制

当社は、「取締役会」を設置しており、事業および経営環境の変化に機動的に対応して、企業価値の向上を図ることを目的としております。このた
め、取締役会は、経営計画の決定など事業運営上の重要事項の決定や、法令及び定款で定められた決議事項の決定、事業活動のモニタリング
を行う権限を有しております。

取締役会は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の円滑化を図ることを目的として、取締役会の開催前に業務執行全般に関する重要事項の協
議を行う「経営会議」、円滑な業務の執行及び業務執行における連携強化を目的として、会社経営に関する情報の相互共有を行う「執行役員会」
を設置しております。

また、取締役会は、当社における主要な経営課題を検討することを目的として各委員会を設置し、取締役会が諮問する経営課題について検討を
行い、答申を行っております。

具体的には、役員の人選や報酬決定を協議するための「指名報酬委員会」、事業運営上のリスクに対処するための「リスク管理委員会」、法令遵
守体制を整備し運用するための「コンプライアンス委員会」、人材活用を協議するための「人事委員会」、ＩＴ環境を整備するための「ＩＴ委員会」、サ
ステナビリティ推進に取り組むための「サステナビリティ委員会」を設置しております。

業務執行体制としては、当社コア事業の賃貸事業を統括する「賃貸事業本部」、経営戦略立案と監視を担い、事業部の連携を高め、事業運営を
サポートする「経営管理本部」、法令遵守体制の整備と監視を担う「コンプライアンス推進本部」、施工不備に対する対応を行う「施工不備対策本
部」の四本部制としております。

事業運営の監督機能の充実も重要な経営課題と認識しており、取締役の業務執行の監督機関として監査役会の設置や、社外取締役の選任、内
部監査機能を担う監査部の設置により、経営監視機能の強化に努めております。

これらの体制により、責任と権限の明確化を図るとともに、一層のコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。

取締役会は、経営の機動性確保と監督機能の充実を両立させることに重点を置き、現在社外取締役4名を含む10名の取締役で構成しておりま
す。企業価値向上のためには、適切な取締役選任が重要と考えており、報酬決定と共に社外取締役を委員とした指名報酬委員会で審議すること
を決定プロセスに組み込んでおります。月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時機動的に取締役会を開催しており、経営に関する重要
事項を決定するとともに業務遂行状況のモニタリングと取締役の職務執行の監督を行っております。

当社グループ全体にわたるガバナンスの徹底を図るべく、当社および関係会社の管理は経営管理本部担当取締役が統括しております。円滑な情
報交換とグループ活動を促進するため、定期的に関係会社連絡会議を開催しております。また、各関係会社の所管部署担当取締役が経営計画
に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったサステナビリティ推進体制、コンプライアンス体制およびリスク管理体制の確立にあたっております。

コンプライアンス体制につきましては、企業倫理憲章及び内部通報制度の制定をはじめ、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設
置して当社グループのコンプライアンス体制の強化を図っております。コンプライアンス委員会は、社外取締役の中から委員長を選出し、弁護士等
の社外専門家を含めた委員で構成され、ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコンプライアンスに係る施策
を企画立案するとともに、監視体制の強化、問題点の把握と改善に努めております。コンプライアンスに係る施策を業務執行現場で積極的に実行
する体制として、各部門はコンプライアンス責任者・担当者を選任し、その役務にあたっております。

また、施工不備問題を契機に、当社グループのコンプライアンス・リスク管理体制を抜本的に見直し、堅固な体制を再構築すべく、2019年1月に代
表取締役社長直轄の「コンプライアンス統括部」（現「コンプライアンス推進部」）を設置いたしました（2019年4月1日付で本部組織「コンプライアンス
統括本部」に改編、2020年6月1日付で「コンプライアンス推進本部」に名称変更）。コンプライアンス推進部は、新たな体制構築の企画・立案をする
ほか、当社グループにおける新規事業・新サービス・新商品等の法適合性の検証等を行う専門部署になります。コンプライアンス推進部が主導し
て、設計部門や建築部門をはじめとした各部署、各関係会社との情報共有や、現場のリスク情報が広く会社で共有される仕組みの再構築、また、
コンプライアンスに関する知識および意識向上のための研修等の取組みを積極的に行い、経営の土壌となる「コンプライアンスファースト」を徹底
する組織風土の醸成に務めております。

リスク管理体制につきましては、当社グループのリスクを統括的に把握・管理するため、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置して
全社的なリスク管理を行っております。リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成され、リ
スク管理状況の確認を行うとともに、研修等を企画実行し、リスクの低減及び未然防止に努めております。各部門は担当する業務に関し、リスクを
抽出・分析し、リスク対策を立てて管理し、これをリスク管理委員会に報告します。リスク管理委員会では、各部門のリスク管理について、適正な管
理となるよう協議・指導を行っております。

子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、円滑な情報交換とグループ活動の促進を目的として、各子会社への関係会社管理
規程の適用と、定期的な関係会社連絡会議の開催を行っております。各子会社の経営上の重要事項は、当社の決裁基準と合わせて当社の取締
役会、経営会議もしくは当該子会社を担当する当社役員の事前承認を必要とし、それらへの報告を義務としています。さらに、子会社の管理を統
括する当社経営管理本部長は、関係会社連絡会議において子会社より必要な報告を受けることで、適正な業務遂行を監督しております。他方、
子会社の所轄業務につきましては、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構
築、リスク管理体制の確立を図るため、所管部署担当取締役が統括管理しております。所管部署担当取締役は、所管する子会社と定期及び随時
の情報交換を行い、子会社管理の進捗状況を取締役会及び経営会議にて報告しております。

当社グループの内部統制システムの基本方針は、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることであります。具体的には、「企業倫理
憲章」を社内の基礎基盤として、監査役会・コンプライアンス委員会・コンプライアンス推進部・人事総務部・監査部が関係諸法令に準拠しているか
を監督する体制となっております。また、監査会議を設置し、適正な財務諸表の作成とともに法規の遵守を図り、会社の資産を保全し、事業活動を
効率的に遂行することを目指しております。さらに、リスク管理委員会を設置し、当社グループ内における全ての経営リスクに対する調査やその案
件の必要性・相当性を事前にチェックしていく体制を構築しております。他には、内部通報窓口を設け、その他の諸問題点の把握と改善に努め、
更なる内部統制体制の充実・強化に努めております。



2.　内部監査及び監査役監査の状況

当社における内部監査は、代表取締役社長に直属する部署として内部統制機能と内部監査機能を統括した監査部を設置して関係会社を含め監
査を実施するとともに、健全な内部統制を維持するために監査会議を設置し、経営活動のモニタリングやリスクマネジメントを行い、ガバナンス強
化を実施しております。監査の結果については、月次で開催される監査会議において取締役および監査役へ報告するほか、会計監査人へも報告
することにより情報の共有を図っております。

当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む４名で構成される監査役会での監査計画に基づき、重要な意思決定のプロセスや取締役業務
の執行状況を把握するため取締役会等の重要会議に出席するとともに、業務状況調査や代表取締役社長との定期的な意見交換等を通して監査
の実効性をあげる体制をとっております。なお、吉野二良氏は上場企業の執行役員、常勤監査役の経験により、鮫島健一郎氏は当社賃貸事業の
業務経験により、下吹越一孝氏は公認会計士および税理士であり、村上喜堂氏は上場企業の取締役、常勤監査役の経験により、いずれも財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役と会計監査人は、決算に関わる報告会を四半期ごとに開催して意見交換を
行っているほか、適宜必要に応じて会合を開催しております。

上記のとおり、監査部、監査役及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ちながら、効率的な内部監査ならびに監査役監査を達成するよう努めて
おります。

3.　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏および石井歓氏の4名、社外監査役は、吉野二良氏および下吹越一孝氏の2名でありま
す。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正
性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験ならびに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言および監督機
能を強化する役割を期待しております。

渡邊顯氏、中村裕氏、吉野二良氏および下吹越一孝氏は当社株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役および社外監査役と当社と
は、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の渡邊顯氏が社外取締役を務める前田道路㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少（同社及び当社それぞ
れの連結売上高に占める割合は0.1%未満）であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社と
は、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏および石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏及び下吹越一孝氏を独立役員として株式会
社東京証券取引所に届け出ております。

また、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」で規定した独立性
基準を参考に、当社が「社外役員の独立性基準」を独自に定めております。詳細は本コーポレート・ガバナンス報告書記載の該当部分をご参照く
ださい。

当社の取締役会（10名）は、独立社外取締役（4名）が3分の1以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能
する体制が整っていると考えております。

また、社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携および内部統制部門との関係につい
ては、社外取締役は取締役会および監査会議に出席して内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの統制状況
に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会および監査
役会に出席して内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監
査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化およびステークホルダーとの良好な関係の構
築等を実現するため、以上の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使
株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用による
行使環境を整えています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用による
行使環境を整えています。

招集通知（要約）の英文での提供 英文版招集通知（要約版）を作成しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ「投資家情報」にて開示しています。



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則、四半期毎の決算発表の当日にWEBにて、決算説明会を開催していま
す。また、その資料・内容の書き起こしはIRサイトで公開しています。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社IRサイトのURLは「https://www.leopalace21.co.jp/ir/index.html」です。掲
載資料は、月次データ、適時開示資料、決算短信、決算説明会資料、統合レ
ポート、中期経営計画資料などがあります。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署：経営企画部　広報IR課

IR担当責任者：取締役　経営管理本部長　竹倉 慎二

その他
国内外機関投資家・個人投資家向けに月次で主要指標（入居率等）をメール
配信しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業倫理憲章において、顧客、取引先、株主、投資家、従業員等、全てのステークホル
ダーとの関係について規定しており、ホームページにて開示しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社ではサステナビリティ活動に関する基本方針として1.「良質なサービスと豊な暮らしの
提供」、2.「地 域社会への貢献」、3.「快適な職場環境の構築と多様な人材育成」、4.「地球

環境にやさしい 社会の実現」、5.「ステークホルダーとの健全で積極的なコミュニケーショ

ン」の5項目を掲げ、これに基づきサステナビリティ活動を続けています。

具体的には、顧客のニーズを捉え、ライフスタイルに合わせた住環境を提案・提供するほ
か、IoT化による「スマートアパートの推進」や「賃貸契約の電子化」を通じた顧客満足度向
上に努めています。また、全国にある物件を対象に節電、節水等の取組を行なうと共に、
クールビズや廃棄資料の再利用、軽４輪自動車導入の促進を通じて環境負荷の低減を実
現しています。職場環境構築と人材育成については、ワークライフバランスを重視してお
り、その理解浸透と実践に努めているほか、女性キャリアの登用やグローバルな人材の登
用を始めとするダイバーシティに基づくマネジメントを実践しております。ステークホルダー
とのコミュニケーションについては、顧客に対しきめ細かなフォロー体制を構築 しておりま

す。

また定期的なイベント・セミナーの実施、IRの充実を図り、当社の業績や事業等に関する情
報を積極的に共有し、対話の機会をもうけております。また、その事業年度における取組
を、事業活動を通じてわかりやすく報告することを目的として『統合レポート』を毎年１回 発

刊しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

企業倫理憲章において、「お客様や株主、投資家等の全てのステークホルダーと適切で調
和の取れた関係を保ち、経営情報の公正かつ適時適切な開示に努め、透明で健全な経営
に徹する」ことを定めています。その上で、IR基本方針を定め、経営企画部 広報IR課を設

置し、全てのステークホルダーに対して速やかに情報提供を行っています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１.当社および子会社取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）当社および子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」と言います。）は、企業理念である「新しい価値の創造」に基づいた事業展開の実現
に際して、そのプロセスの中に「企業倫理憲章」を制定し、当社代表取締役社長およびコンプライアンス推進本部長ＣＬＯ（最高法務責任者）がその
精神を当社グループの全役職員に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守が事業遂行における最も重視すべき方針（コンプラ
イアンスファースト）であることを徹底し、当社グループの企業活動の原点とする。

（2）当社取締役会は、全取締役の３分の１以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライアンス体制を含めた統制環境を整備すると共
に、取締役会の意思決定および業務執行の適法性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。

（3）当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社
社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス
強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライアンスに係る施策を企画立案するとともに、コンプライ
アンス規程に基づく監視体制を強化し、問題点の把握と改善に努める。また法令違反の疑いがある場合に事業を停止させる機能を持つ。

（4）コンプライアンス体制の一環として、当社はコンプライアンス推進本部を設置し、コンプライアンス推進本部長ＣＬＯ（最高法務責任者）が法令遵
守に関する事項を統括する。コンプライアンス推進本部は、当社グループにおけるコンプライアンス体制の企画立案から運用、更なる改善を統括
し、自律的な企業風土の醸成に努める。

（5）コンプライアンス推進本部内にコンプライアンス推進部を設置し、当社グループにおけるコンプライアンス推進に係る企画・立案機能、および事



業部門から切り離された法適合性の検証機能を分掌し、とりわけ建築物等の商品に関する遵法性の検証を担う。また、事業部門で実施するコンプ
ライアンス業務の支援・進捗管理・モニタリング機能および契約書確認や訴訟対応等の法務機能を担う。

（6）コンプライアンスに係わる施策を積極的に実行する体制として、当社グループはコンプライアンス責任者・担当者を選任し、各業務執行現場に
配置する。また、コンプライアンス上の懸念を看過しない体制として、コンプライアンス違反やそのおそれを発見した場合には、コンプライアンス責
任者及びコンプライアンス担当者が主導し、事案に対する必要な対応を担う。

(7) 当社は内部通報制度を制定し、これにより内部通報窓口を社内外に設置して、当社グループの役職員に対して、コンプライアンス違反を発見し

た場合には、直ちに相談又は通報するよう指導する。また定期的に意識調査を実施し、あらゆるリスクを早期に把握すると同時に、当社グループ
の役職員のコンプライアンス意識の醸成度合いを測る。なお、当社グループは、当社グループの役職員が法令もしくは定款上疑義のある行為等
を認知し、それを相談又は通報したことを理由として、当該通報者に不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨等を内部通報規程の内部通報者保
護条文に規定するなどにより徹底する。

（8）当社代表取締役社長に直属する部署として内部統制機能と内部監査機能を統括した監査部を設置し、業務監査実施項目および実施方法を
検討し、さらに、当社グループにおける経営活動のモニタリングやリスクマネジメントを行い、ガバナンス強化を実施するとともに、適正な財務諸表
の作成と法規の遵守を図り、当社グループの資産を保全し、効率的な事業活動を促進する。また、監査会議を設置して、監査体制の実効性を向
上させる。

（9）当社グループの役職員のコンプライアンス意識を高めるために、コンプライアンス規程、関連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等の整備
を継続的に図り、コンプライアンス教育研修プログラムを階層別および役割別の特性に応じて定期的に実施する。また、コンプライアンスの推進が
企業価値を高めるといった考え方を浸透させるために、人事評価制度において、コンプライアンス推進の取組みや行動を評価する仕組みや、多面
的フィードバックを定期的に実施する。

（10）経営陣と全てのステークホルダーとの積極的な対話を推進し、経営の透明化と相互理解を深めることで、顧客本位の企業風土を醸成する。

（11）これらの体制構築によって、当社グループは遵法精神を重んじる企業風土の醸成を根底に置き、コンプライアンス推進本部を始めとする組織
的に遵法性を確保する態勢と、監査部による監査や内部通報制度等の違法性を看過しない態勢を、相互に融合しながら推進していくことで目指
すコンプライアンスファーストを実践する。

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社代表取締役社長は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、その総括責任者に当社経営管理本部長を任命する。取
締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、文書取扱規程および情報管理規程に基づいて、当該情報を文書又は電磁的記録媒体に記
録し整理、保存する。また情報管理体制の強化を目的として、教育研修等を行い情報管理の徹底を図る。

３.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）当社取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、当社グループのあらゆるリスクを網羅的に把握・管理する。リスク管理委員会は、
当社代表取締役社長を委員長に選任し、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。

（2）リスク管理委員会は、当社グループのリスク管理のために、リスク管理規程および同規程に関連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等を
整備し、その運用状況の確認を行うとともに、当社グループの役職員に対する研修等を実施する。当社コンプライアンス推進本部長ＣＬＯ（最高法
務責任者）は当社グループのリスク管理に関する状況を四半期毎に当社取締役会に報告する。

（3）当社監査部は、当社グループ各部門の業務執行状況を監査し、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、その内容およびそ
れがもたらす損失の程度等について直ちに当社代表取締役社長および担当部署に報告する。

４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）当社は、取締役会を設置し、事業並びに経営環境の変化に機動的に対応して、適切かつ迅速な意思決定により業績向上を図る。取締役会は
監督機能の充実に配慮し、多様性のある構成かつ適正な人数で構成し、月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時機動的に取締役会を
開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに業務遂行状況を監視する。

（2）取締役会の事前審議機関として、経営会議を定期的に開催し、業務執行方針およびその実施に関して協議、対策の検討を行っている。

（3）当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点目標および予算配分等を定め
る。

（4）各部門および子会社の収支計画その他重要な事業計画の進捗については、取締役会等で月次又は適宜レビューし、課題を抽出して、対策の
実行に繋げる。

５.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（1）当社グループは、関係会社管理規程を子会社に適用し、各子会社の経営上の重要事項について、当社の決裁基準と合わせ、当社の取締役
会もしくは当該子会社を担当する当社役員が承認し、業務の適正性を確保する。

（2）子会社の管理は当社経営管理本部長が統括する。当社経営管理本部長は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的に関係
会社連絡会議を開催し、当社および子会社間で必要な報告を相互に授受する。

（3）子会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構
築、リスク管理体制の確立を図るため、所管部署の責任者が統括管理する。所管部署の責任者は、その所管する子会社と定期および随時の情
報交換を行い、子会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会および経営会議において報告する。



（4）当社監査部および当社監査役は、子会社監査役と連携を図りながら、定期または臨時に子会社を監査し、当社代表取締役社長および監査会
議に報告する。

６.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項および監査役の当該指示の実効性の確保に関する事項

（1）当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社取締役会は当社監査役と協議の上、当社監査部員から監査役を補
助すべき使用人を指名する。

（2）当社監査役の職務の補助業務については、指名された使用人への指揮権は当社監査役に移譲されたものとし、当社取締役会からの独立性
を確保する。指名された使用人は、監査役の職務の補助業務については、当社監査役の指揮命令に服する。当該使用人の監査役の職務の補助
業務に関する考課は当社監査役会が行い、人事異動、処遇については、当社監査役と当社人事総務部長が協議する。

７.取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制、並びに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正行為やその他必要な重要事項を、法令および
当社監査役会規則並びに監査役監査基準等の社内規程に基づき、随時当社監査役に報告するものとする。この監査役への報告体制を徹底する
ために、当該体制を定期的に役職員へ伝達する。また、当社監査役はいつでも必要に応じて、役職員に対して報告を求めることができる。

（2）当社監査役は、重要な意思決定のプロセスや当社グループの取締役の業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議、コンプライア
ンス委員会およびリスク管理委員会、関係会社連絡会議等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧するこ
とができる。また当社監査役は、当社代表取締役社長と定期的な意見交換を行うとともに、当社グループ各部門および子会社監査役とも定期的な
ヒアリングと往査を行うことにより監視および検証を行う。

（3）当社監査役は、当社監査役会規則および監査役監査基準に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、当社監査役は、当
社監査部より同部が行なった当社グループ各部門の監査状況の報告を受けるなど、監査部および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの
監査成果の達成を図る。

（4）当社監査役への報告をした当社グループの役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、徹底する。

（5）当社監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い又は償還等の請求を行った時は、当該請求に係る費用または債務が当
社監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該請求に係る費用または債務の処理を行う。

８.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、当社の財務報告の信頼性を確保し、当社による金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うた
め、当社代表取締役社長の指揮の下、適切な内部統制を整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、
必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.　反社会的勢力排除に向けた体制整備

（1）当社グループは、企業倫理憲章に「反社会的勢力との関係の排除」を明記するとともに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力および団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

（2）当社グループは、反社会的勢力の排除の細則を定め、各事業所・営業所等に不当要求防止責任者を選任して反社会的勢力からの不当要求
に屈しない体制を構築するとともに、当社人事総務部およびコンプライアンス推進本部を対応統括部署として、事案によりコンプライアンス委員
会、リスク管理委員会をはじめとした関係部門および外部専門機関と協議し対応する体制を整備する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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